
市内の個人
市内の法人・事業所
等

市外の個人・団体
市外の法人・事業所
等

「減免基準」に
団体例示あり

減免は非該当 減免は非該当
減免は非該当

（使用料は１．５倍）

活動内容に公益性
が見出せないもの
（構成員の親睦や趣
味・教養等の団体）

市内の各種団体

「減免基準」に団体例示なし

公益性のある活動
を行う団体で、団
体要件を満たす場
合

減免該当　(申請は必要）

使用料減免の判断チャート


